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皆様の生活する上での不安や疑問を少しでも解消していただく
ための情報紙として、毎週お届けします。
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●南相馬市HP「フォトレポ」から

福島大学が地域再生を目指す取組み「ふくしま未来

学」の一環として、実習生8人が市内でフィールドワー

クに取り組んでいます。

実習生は、8月25日から9月6日までの2週間、市内で

職場体験や市民活動団体の事業へ参加し、学生の視点で

地域課題に取り組むフィールドワークを行います。

25８
月

道の駅南相馬 観光交流館内
南相馬ふるさと回帰支援センター
マスコットキャラクター「のまたん」

市長との面談

ソーラーアグリパークでの研修



被災自治体News

全日本高校・大学ダンスフェスティバルで日本一の経験がある福岡大学附属若葉高校のダン

ス部が、原町区の小川町体育館でエネルギッシュなダンスを披露し、来場者を感動させました。

若葉高ダンス部は全国大会で何度も上位に入る名門校です。

震災後は被災地の慰問にも取り組み、昨年8月にも小高区役所前で見事な踊りを披露してお

り、今回で2回目の本市訪問です。

華やかな衣装に身を包んだ33人のメンバーは、音楽に合わせて息の合ったダンスを次々と披

露。小高区の被災地をテーマにした踊りも演じました。また、最後には約150人の来場者と交

流も行われました。

20８
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水

華やかな衣装で 団子三兄弟

息もピッタリ

エネルギッシュな踊り

来場者との交流



被災自治体News

南相馬市民の避難状況 ※南相馬市外に避難している人数

【都道府県別】 2014.8.21現在 （南相馬市HPより）

都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数

福島県 5,315 群馬県 189 石川県 33 長崎県 8 山口県 2

宮城県 1,977 山梨県 87 京都府 28 島根県 6 高知県 2

新潟県 791 北海道 81 沖縄県 22 熊本県 6 和歌山県 1

山形県 786 長野県 78 福井県 21 三重県 4 徳島県 -

東京都 698 秋田県 71 青森県 19 福岡県 4 鳥取県 -

茨城県 642 静岡県 65 岐阜県 12 奈良県 3 宮崎県 -

埼玉県 600 岩手県 63 岡山県 12 香川県 3 鹿児島県 -

栃木県 484 愛知県 45 広島県 11 愛媛県 3 海外 13

千葉県 453 兵庫県 38 滋賀県 9 佐賀県 3 合 計 13,133

神奈川県 401 大阪府 33 富山県 8 大分県 3 (8/14 13,156)

【福島県内市町村別】
市町村 人 数 市町村 人 数 市町村 人 数 市町村 人 数 市町村 人 数

相馬市 1,409 喜多方市 60 棚倉町 17 北塩原村 5 合 計 5,315

福島市 1,334 本宮市 33 会津美里町 16 玉川村 5

いわき市 692 会津坂下町 32 西会津町 13 泉崎村 4

郡山市 534 猪苗代町 27 田村市 12 浅川町 3

会津若松市 281 西郷村 27 磐梯町 9 広野町 3

新地町 254 川俣町 25 金山町 7 国見町 2

二本松市 121 南会津町 25 下郷町 6 天栄村 2

伊達市 114 桑折町 22 矢吹町 6 鮫川村 2

須賀川市 93 鏡石町 21 矢祭町 6 石川町 2

白河市 63 三春町 20 古殿町 6 小野町 2

今週の番組（60分） ※パソコン視聴・アクトビラ配信

1. オープニング&今週の番組 [0分～]

2. 相馬野馬追前夜祭 第47回 盆踊りパレード [2分～]

3. 市長訪問報告 ペンドルトン市派遣生帰国 [22分～]

4. 2014追悼復興花火 [24分～]

5. 家庭でできる食中毒予防 [35分～]

6. 小高の「火祭り」再現 [43分～]

7. 常磐自動車道（南相馬IC～相馬IC） 通行止めのお知らせ [50分～]

8. サービスエリア利活用拠点施設建物の愛称募集 [53分～]

9. 市役所便り 北庁舎新設に伴う各課新配置のお知らせ [56分～]

10. リクエストアワーのお知らせ [58分～]

[午前10時～／午後4時～] 第24回 相馬流れ山全国大会

[午前6時～／午後7時～／午前0時～] 平成26年度相馬野馬追 総集編 1日目・2日目・3日目

番組内容 [8/27～9/2]

南相馬市からのお知らせ
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浪江町からのお知らせ

【浪江町ＡＤＲ集団申立て】仲介委員が「和解案提示理由補充書」を提示

8月26日ＨＰ更新

浪江町ＡＤＲ集団申立てを仲介するＡＤＲセンター仲介委員が、和解案に対する東京電力の

拒否回答に対し、和解案を正確に理解していないとして、和解案の趣旨について補足して再

度説明をする「和解案提示理由補充書」を東京電力に対して提示しました。

あわせて、東京電力に対し「和解案提示理由補充書」を踏まえて、９月２５日（木）までに改め

て回答をするよう求めました。

８月２６日（火）、浪江町長と浪江町支援弁護団は「和解案提示理由補充書」に対するコメント

を出しました。

「和解案提示理由補充書」についての町長のコメント

東電のＡＤＲ和解案拒否回答を受けて、仲介委員から和解案提示理由補充書が提示された。

この中では、仲介委員が現地調査や提出した資料から浪江町と浪江町民の現状をよく理解

し、多くの陳述書や子どもたちの声などを真摯に検討し、申立人に最低限共通する損害につ

いて和解案を提示したことが丁寧に説明されている。

特に、仲介委員が直接事情を聴いた意見陳述者７名の訴えから、避難生活の苦痛、家族や

地域がバラバラになって元に戻らない辛さ、現在・将来に対する先の見えない不安を一つ一

つ丁寧に取り上げて触れており、申立人ごとの個別事情を考慮していないとの東電の拒否理

由は全く当たらない。

和解案は、個別事情に基づき申立人の誰もが共通して抱える苦痛や不安について認めたも

のであり、中間指針などと矛盾するものではなく、東電の拒否には何ら理由が無いことが「補充

書」によって深く理解できる。

東電は「補充書」を真摯に受け止め、和解案拒否の理由が無いことを速やかに認め、「和解

仲介案」の尊重の誓約に従い直ちに和解案を受諾するべきである。

「和解案提示理由補充書」についての弁護団コメント

仲介委員は、東電の拒否回答について、東電が和解案の内容を正しく理解していないとし

て、あらためて和解案の内容を説明する「和解案提示理由補充書」を出しました。

補充書では、意見陳述や現地調査の内容を丹念に拾い上げながら、仲介委員が、申立人ら

の精神的苦痛の増大を認めた和解案の内容に「確信」を得ていると、書き綴っています。

また、原発事故において多数の被害者が発生するのは当然であり、浪江町集団申立のよう

な集団的和解が必要であると述べた上で、それに応じない東電は「被災者の保護を図ることを

目的とする原賠法の下、原子力事業者…が負うべき責務や社会的期待に反する」と強く批判

しています。

今回の補充書は、あらためて浪江町集団申立とその和解案の正当性を明らかにしたものとい

えます。

私たちは、東電が一日も早く和解案を受諾するように求めます。

問い合わせ
産業・賠償対策課（農業委員会） 賠償支援係

０２４３－６２－１１０５TEL

今週号に、
和解案提示理由補充書
を添付しました。

※浪江町の世帯のみ



被災自治体News

住宅再建する際の支援制度

8月21日ＨＰ更新

住宅再建の際に活用が考えられる国や県などの支援制度です。

詳しくは、各問い合わせ先に確認をお願いします。

最寄りの税務署（国
税庁）

避難指示区域が解除されてから3カ月を経過する日まで、ま
たは平成33年3月31日のいずれか早い日までに新たに代
替となる家屋・その敷地を取得する際に、被災者が作成す
る所定の契約書についての印紙税を非課税

新築・
購入

自然災害
・原発災
害

全国
印紙税の軽
減措置

10

法務局被災者相談
窓口

電話：0120-227-
746

避難指示区域が解除されてから3カ月を経過する日までに、
新たに代替となる家屋・その敷地を取得する際に、所有権
保存登記・再取得のための資金貸付に伴う抵当権の設置
登記にかかる登録免許税を免除

新築・
購入

自然災害
・原発災
害

全国
登録免許税
の軽減措置

9

最寄りの税務署（国
税庁）
※認定住宅は最寄り
の建設事務所など

（県内）

長期優良住宅の新築等をした場合に、標準的な費用の10
％をその年分の所得税から控除

新築・
購入

災害の有
無によら
ない

全国
認定住宅に
係る税額控除
制度

8

最寄りの税務署（国
税庁）

住宅の新築・取得（それに伴う敷地の取得）・一定の増改築
をする際に、償却期間10年以上の借入などをした場合に所
得税を減税

新築・
購入

災害の有
無によら
ない

全国
住宅ローン減
税制度

7

個人版私的整理ガイ
ドライン
運営委員会コールセ
ンター

電話0120-380-883

震災前の借入返済が困難となった場合、一定の要件の下
で債務免除

-
自然災害
のみ

全国
個人版私的
整理

6

被災者向け住宅相
談専用ダイヤル

電話024-521-7698
福島県 土木部建築
指導課

電話：024-521-
8184

ローンが残っている方が、新たな資金を借り入れて、福島県
内に住宅を再建等される場合、既存の住宅ローンの5年間
分の利子相当額を補助

新築・
購入

自然災害
・原発災
害

県内

福島県住宅
復興資金（二
重ローン）利
子補給事業

5

住宅金融支援機構
災害専用ダイヤル

電話：0120-086-
353

新築・購入は、当初5年は0％、6年から10年は、申込時の災
害融資金利から0.53％引き下げ（補修は当初5年間1％まで
引き下げ）

新築・
購入・
補修

自然災害
・原発災
害

全国

災害復興住
宅融資の融
資金利引下
げ

4

住まいの給付金事
務局

電話：0570-064-
186

消費税の増税に伴う、住宅取得などに係る負担増加に対応
する措置（災害の有無によらないもの）
※上記の「住まいの復興給付金」に該当しない場合にこちら
の活用が考えられます。

新築・
購入・
補修

災害の有
無によら
ない

全国
住まいの給付
金

3

住まいの復興給付
金事務局

電話：0570-200-
246

消費税の増税に伴う、被災者の住宅再取得などに係る負
担増加に対応する措置

新築・
購入・
補修

自然災害
・原発災
害

全国
住まいの復興
給付金

2

浪江町役場 介護福
祉課 福祉係

電話：0243-62-
4737

東日本大震災の自然災害により、居住する住宅が全壊する
など、生活基盤に目立つ損害を受けた方への支援金支給

新築・
購入・
補修

自然災害
のみ

全国
生活再建支
援金

1

問い合わせ先概要
取得
方法

災害の別
再建
場所

支援制度名

次ページへ続きます
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・復旧・復興支援制度情報（復興庁）
・地方公共団体個人向け住宅支援制度（福島県）

その他20

福島県内の各建設
事務所

建造物の所有者が建築等をする場合で、福島県が行う建
築確認の申請手数料を免除

新築
自然災害
・原発災
害

県内
建築確認申
請手数料の
免除

19

福島県再生可能エ
ネルギー推進センタ
ー

電話：024-526-
0070

太陽光モジュールの最大出力1kWあたり35,000円（最大
14,000円：4kW）の補助

-
災害の有
無によら
ない

県内
福島県住宅
用太陽光発
電補助制度

18

福島県 土木部建築
指導課

電話：024-521-
7528

県産木材を使って住宅を建設した際に、県の登録商品と交
換できるポイントを交付する事業

新築・
購入

災害の有
無によら
ない

県内
福島県森と住
まいのエコポ
イント

17

木材利用ポイント事
務局

電話：0570-666-
799

木材を活用して木造住宅の新築などや内装・外装の木質化
工事などの際に木造利用ポイントを付与し、地域の農林水
産品と交換できる事業（平成26年9月30日の工事などのも
のまで）

新築・
購入

災害の有
無によら
ない

全国
木材利用ポイ
ント（林野庁）

16

（新たに取得した）家
屋の所在する
市町村担当窓口

◆「安全安心耐震促進事業」は、市町村が耐震診断を行う
技術者を派遣するもので、1戸当たり15万円程度（所有者負
担あり）を補助
◆「安心耐震サポート事業」は、上記の結果、耐震基準を満
足しない住宅であった場合に、市町村が耐震改修に要する
費用をの一部（一般改修：工事費の1/2・最大100万円まで
など）を補助

補修
災害の有
無によら
ない

県内
木造住宅耐
震化支援事
業

15

福島県 土木部建築
指導課

電話：024-521-
7528

被災者・県内移住者が定住するための空き家のリフォーム
等への補助

購入・
補修

災害の有
無によら
ない

県内
空き家・ふる
さと復興支援
事業

14

福島県耐震化・リフ
ォーム等推進協議会
（福島県居住支援協
議会）

電話：024-563-
6213

東日本大震災により被災・避難されている方の住宅再建や
安心して暮らせる良質な住宅づくりを応援するため、建築関
係団体と連携し、県内4カ所で「ふくしまみんなの住宅フェア
」を開催

-
災害の有
無によら
ない

県内
ふくしまみん
なの住宅フェ
ア

13

新たに取得する資産
の所在する
市町村税務担当部
署

帰還困難区域・居住制限区域が解除されてから3カ月を経
過する日までに、
◆住宅用地：新たに代替となる土地を取得する際に被災家
屋の土地面積相当分について取得後3年度分を宅地用地と
みなす特例措置
◆新たに代替となる家屋・その敷地を取得する際に被災家
屋の床面積相当分の固定資産税・都市計画税について、
取得後4年間は1/2、その後3年間は1/3とする特例措置

新築・
購入

自然災害
・原発災
害

全国

固定資産税・
都市計画税
の
軽減措置

12

新たに取得した家屋
の所在する
都道府県税務担当
部署

帰還困難区域・居住制限区域が解除されてから3カ月を経
過する日まで、新たに代替となる家屋・その敷地を取得する
際に、被災家屋の床面積相当分・敷地面積相当分の不動
産取得税を控除

新築・
購入

自然災害
・原発災
害

全国
不動産取得
税の軽減措
置

11

問い合わせ先概要
取得
方法

災害の別
再建
場所

支援制度名

問い合わせ 復興推進課 まちづくり整備係 ０２４３－６２－４７３１TEL
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二本松市内の仮設住宅の空間放射線量測定結果（８月５日測定）

8月20日ＨＰ更新

（測定地:地上高H=1.0m 単位:μSv/h)

0.240.240.220.270.250.240.260.260.25杉田農村広場仮設住宅 住宅花壇前

0.170.160.150.180.170.170.180.190.20杉田住民センター仮設住宅 談話室西側

0.080.080.070.080.080.070.080.080.07永田農村広場仮設住宅 集会所掲示板前

0.210.230.210.220.220.260.260.250.26岳下住民センター仮設住宅 談話室脇

0.140.130.150.150.140.130.150.150.17塩沢農村広場仮設住宅 集会所脇ポスト前

0.190.170.180.170.180.160.170.170.16安達運動場仮設住宅 集会所B

0.130.140.150.200.210.150.190.190.20安達運動場仮設住宅 集会所A

0.180.150.160.170.170.130.160.170.17建設技術学院跡仮設住宅 談話室掲示板前

0.170.150.170.160.170.150.160.170.18大平農村広場仮設住宅 談話室駐輪場脇

0.130.130.120.140.130.110.120.150.15杉内多目的運動広場仮設住宅 集会所1掲示板前

0.100.110.120.100.100.080.100.110.10杉内多目的運動広場仮設住宅 F1西側

0.130.130.140.150.140.120.140.150.16旧平石小学校仮設住宅 集会所掲示板前

0.17

0.19

0.22

6/9
雨

0.16

0.17

0.20

7/8
晴

0.17

0.19

0.23

5/7
晴

0.170.180.120.180.190.21浪江小学校 モニタリングポスト

0.140.170.140.170.160.18浪江中学校 モニタリングポスト

0.220.220.170.210.260.23郭内公園仮設住宅 北出入り口

8/5
晴

4/7
晴

3/4
晴

1/14
晴

12/17
曇

11/13
曇測定地

問い合わせ 生活支援課 生活安全係 ０２４３－６２－０１５１TEL

本宮市の仮設住宅の空間放射線量測定結果（８月５日測定）

8月20日ＨＰ更新

（測定地:地上高H=1.0m 単位:μSv/h)

0.16

0.13

0.18

0.19

0.13

0.21

0.18

0.14

7/8
晴

0.15

0.12

0.18

0.19

0.13

0.20

0.18

0.14

6/12
晴

0.15

0.11

0.18

0.20

0.14

0.22

0.19

0.15

5/7
晴

0.16

0.13

0.19

0.21

0.15

0.23

0.18

0.14

4/8
晴

0.150.130.140.160.16栗木平仮設住宅（住宅中央）

0.130.110.120.120.12和田石上仮設住宅（談話室西側）

0.190.180.190.190.20石神第二仮設住宅（集会所西側）

0.190.170.180.230.21石神第一仮設住宅（談話室東側）

0.130.140.140.150.15小田部仮設住宅（談話室掲示板前）

0.210.180.210.230.23高木仮設住宅（集会所掲示板脇）

0.200.190.200.190.20恵向仮設住宅（談話室掲示板前）

0.150.180.160.160.16恵向仮設住宅（集会所掲示板脇）

8/5
晴

3/5
雪

1/15
曇

12/18
曇

11/14
晴測定地
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被災自治体News

桑折町、福島市内の仮設住宅の空間放射線量測定結果（８月１９日測定）

8月20日ＨＰ更新

0.04

0.08

0.21

0.06

0.08

0.13

0.10

0.08

0.09

0.12

0.12

0.07

0.07

0.07

7/16
曇

0.04

0.07

0.22

0.06

0.07

0.14

0.11

0.08

0.09

0.12

0.12

0.07

0.07

0.06

6/10
曇

0.06

0.08

0.23

0.06

0.08

0.14

0.11

0.09

0.09

0.15

0.13

0.08

0.07

0.06

5/8
晴

0.050.050.050.060.050.05旧佐原小学校仮設住宅(談話室)

0.070.080.070.080.080.08しのぶ台仮設住宅(階段掲示板前)

0.200.230.250.250.240.27森合仮設住宅(中央)

0.060.060.070.070.070.06南矢野目仮設住宅(南集会所)

0.070.080.090.070.090.07南矢野目仮設住宅(北集会所)

0.120.150.160.170.160.17笹谷東部仮設住宅(西集会所)

0.090.120.110.130.120.13笹谷東部仮設住宅(東集会所)

0.080.090.100.090.090.09北幹線第一仮設住宅(南集会所)

0.090.080.090.080.080.08北幹線第一仮設住宅(北集会所)

0.120.140.130.140.140.15宮代第一仮設住宅(集会所)

0.120.130.130.140.130.13宮代第二仮設住宅(集会所)

0.080.100.090.100.100.11桑折駅前仮設住宅(第三集会所)

0.060.080.080.080.080.08桑折駅前仮設住宅(第二集会所)

0.060.070.070.060.080.07桑折駅前仮設住宅(第一集会所)

8/19
晴

4/17
晴

3/6
晴

1/16
晴

12/19
雨

11/15
曇測定地

（測定地:地上高H=1.0m 単位:μSv/h)

問い合わせ 生活支援課 生活安全係 ０２４３－６２－０１５１TEL

大熊町からのお知らせ

小泉復興政務官と意見交換しました

8月27日ＨＰ更新

小泉進次郎復興政務官は８月４日（月）、大熊町役場会津若松出張所を訪れ、目指すべき

復興への道などについて町職員と意見交換しました。

若手を中心とした約３０人の職員からは「将来被るかもしれない子どもの風評被害対策を今

小泉政務官は現場の職員とともに悩み、

解決策を模索していきたいとの思いを伝

え「率直な職員の意見を聞けて収穫だっ

た」と話しました。

ら示してほしい」「小中学生が減少している中、魅力ある中高一貫校とする

ためには何が必要か」「町の農業はどこに進むべきか」「将来が見えず途

方に暮れる人が元気を持てる言葉を教えてほしい」などの質問が寄せら

れました。
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被災自治体News

福島第一原子力発電所２０km圏内の測定結果について

8月25日ＨＰ更新

№ 住所(測定位置) 
空間線量率(μSv/h)

線量計
6/26 7/3 7/10 7/17 7/24 7/31 8/7 8/14 8/21

23 夫沢 西北西約2.3km 8.0 7.9 7.3 7.8 7.7 7.8 7.6 7.0 7.3 NaI

25 野上 西約14km 1.4 1.3 1.2 1.3 1.2 1.3 1.2 1.4 1.1 NaI

26 野上 西約11km 1.0 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3 NaI

29 夫沢 西約2.4km 12.6 12.5 10.5 11.4 11.1 11.4 11.0 10.9 10.1 IC

30 夫沢 西約2.6km 11.0 10.7 10.1 10.5 10.6 10.5 10.4 10.4 10.0 NaI

34 大川原 西南西約7.5km 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 NaI

35 野上 西南西約6.6km 5.2 5.2 5.0 5.0 5.0 5.1 4.9 4.9 5.1 NaI

36 下野上 西南西約4.8km 3.2 3.3 3.2 3.3 3.2 3.2 3.3 3.1 3.2 NaI

37 夫沢 西南西約3.0km 26.6 24.9 26.7 27.7 27.6 28.2 27.9 27.1 27.4 IC

38 小入野 西南西約3.7km 3.7 3.5 3.3 3.5 3.6 3.5 3.5 3.4 3.3 NaI

47 熊川 南南西約3.7km 18.6 17.9 17.9 18.3 18.1 18.3 16.9 16.8 17.7 NaI

50 熊川 南約4.0km 8.5 8.5 8.3 8.4 8.4 8.3 8.3 7.9 8.1 NaI

線量計の種類 NaI : NaI（ヨウ化ナトリウム）シンチレータによる値 ／ IC : 電離箱による値

測定実施者：電力会社

問い合わせ 原子力規制庁 監視情報課 ０３－５１１４－２１２５TEL

東北復幸祭に参加の高校生が抱負

8月22日ＨＰ更新

OECD東北スクール「東北復幸祭＜環WA＞ in PARIS」に大熊町から参加する高校１年生

３人は、８月２２日、大熊町役場会津若松出張所を訪れ、渡辺利綱町長に「大熊町だから伝え

られることを世界の人々に発信します」と抱負を述べました。

３人は、長沼克宝さん（磐城高）、夏目裕大さん（双葉高）、遠藤安春花さん（新潟・開志国際

高）。大熊町チームとして２年半にわたる復興教育プログラムに取り組んできました。

イベントは８月３０、３１の両日にフランス・パリのシャン・ド・マルス公園で開かれ、東日本大震

災の被災３県から集まった中高生らが研究発表などを行い、多彩に東北の復興をアピールし

ます。３人は岩手県大槌町の高校生とともに、映像や体験発表などを行います。

渡辺町長は「県民代表として堂々と発表してください」と、３人にエールを送りました。

イベントへの参加を報告した高校生ら 渡辺町長にイベントのＴシャツを贈る高校生

浜通り×さんじょうライフvol.171 9



被災自治体News

福島県復興公営住宅第１期募集の再々募集のお知らせ

8月22日ＨＰ更新

双葉町からのお知らせ

第１期募集の再募集（７月１日～３１日）の入居申込の結果、申込数が募集戸数に満たな

かった団地について、再々募集を行います。

再々募集の申込期間

９月１日(月)～３０日(火)

再々募集を行う団地

＊再々募集は入居対象町村が拡大されます。

大熊町

富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町42LDK優先住宅

1号棟
（RC5階）

東原郡山市

12LDK一般住宅
2号棟

（木造2階・1棟4戸）

23LDK一般住宅
1号棟

（RC4階）
年貢町

富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町

63LDK一般住宅
1号棟

（RC4階）
古川町

会津若松市

23LDK一般住宅

12LDK一般住宅

12LDK優先住宅

9号棟
（RC3階）

13LDK一般住宅

12LDK一般住宅8号棟
（RC3階）

笹谷

73LDK一般住宅 飯舘村

富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町、
飯舘村

32LDK一般住宅20号棟
（RC4階）

北信

福島市

入居対象町村募集戸数間取り
優先住宅、

一般住宅の別
棟名団地名所在地

問い合わせ・申込先
福島県復興公営住宅入居支援センター
〒960-8043 福島県福島市中町8-2 福島県自治会館6階

０２４-５２２-３３２０
※受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分（土・日、祝日を除く）

TEL

申込書の書式、入居申込の条件、申込時に必要な添付書類等に変更はありません。

なお、第１期募集や再募集の際にすでに応募した方で、添付書類の記載内容に変更の無い

方は改めて添付書類を提出する必要はありません。

入居申込書は下記に請求してください。

※ 募集案内や入居申込書に記載されている入居対象町村は異なっていますが、今回は上記

表にある入居対象の範囲で申し込みが可能です。

※ ８月２０日実施の抽選にもれた方も、再度申し込むことができます。
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交流ルームひばり通信

９月も「いい湯らてい茶話会」を開催します。

大きなお風呂でゆったり。露天風呂からの八木ヶ鼻は絶景です。

おいしい昼食、おしゃべりなど、楽しいひと時を過ごしませんか。

日 時 ９月３日

午前１０時３０分～午後３時３０分

場 所 八木ヶ鼻温泉 いい湯らてい

※参加の方は、各自現地集合でお願いします。

※ひめさゆりカードをお忘れなく！（提示すると入館料が無料になります。）

※シャトルバスご利用の方は、予約が必要です。

８月３０日(土)までに「ひばり」にご連絡ください。

■いい湯らていシャトルバス運行

行き 三条市総合福祉センター ９:53発 → いい湯らてい 10:35着

帰り いい湯らてい 15:30発 → 三条市総合福祉センター 16:10頃着

問い合わせ・申し込み 交流ルーム「ひばり」 TEL ０２５６-３３-８６５０

水

新潟県食生活改善推進委員協議会のご厚意により、食事会を開催します。

作り方をお聞きしたり、次回のメニューのリクエストをしたり、バランスの良い、おい

しい食事を皆さんで囲んでみませんか。

今回のメニューは、「さんまのつみれ汁」の予定です。

もちろん、作ってみたいと思われる方の参加も大歓迎です。

日 時 ９月１０日 正午から

場 所 三条市総合福祉センター 3階 調理室

交流ルーム「ひばり」集合後、移動します。

参加費 250円（当日徴収）

※この食事会は、さんじょう∞ふくしま「結」の会が、福島県ふるさとふくしま帰還支援

事業に申請し採択された事業です。

申込締切 ８月３０日(土)正午
交流ルーム「ひばり」 TEL ０２５６-３３-８６５０

水
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市町村名 電話番号 以下の町は役場機能が移転しています。

南相馬市 0244-24-5232 浪江町:平石高田第二工業団地内

（二本松市北トロミ573番地）

双葉町:双葉町役場いわき事務所

（いわき市東田町2-19-4）
大熊町:会津若松市役所追手町第二庁舎内

（会津若松市追手町2番41号）

富岡町:郡山市大槻町西ノ宮48-5

浪江町 0243-62-0123

双葉町 0246-84-5200

大熊町 0120-26-3844

富岡町 0120-33-6466

川内村 0240-38-2111

いわき市 0246-25-0500

郡山市 024-924-2491

被災自治体 問い合わせ先一覧

64

6

1

1

2

1

4

8

1

5

35

世帯数

147

17

4

3

2

1

8

20

3

8

81

人数市町村名

南相馬市小高区

南相馬市原町区

南相馬市鹿島区

浪江町

双葉町

大熊町

富岡町

川内村

いわき市

郡山市

合 計

三条市に避難している
世帯数と人数 ( 2014.8.27 現在）

発行/三条市総務部政策推進課 三条市旭町二丁目３番１号
Tel 0256‐34‐5511

交流ルームひばり通信

８月・９月の『ひばり』

問い合わせ ０２５６－３３－８６５０

ｈｉｂａｒｉ_ｓａｎｊｏ_ｎｙｈ＠ｙａｈｏｏ.ｃｏ.ｊｐ

[開館時間] 9：30～15：00

TEL

E-mail交流ルーム ひばり（総合福祉センター内）
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ひばり
午後休み

食推食事会
ひばり

午後休み

ひばり休み
浜通り配布

版画教室

ひばり休み

ひばり
午前休み

13日12日11日10日9日8日7日

ひばり
午後休み

ひばり休み
浜通り配布

いい湯らてい
茶話会

ひばり休み

6日5日4日3日2日９月1日31日

食事会
いい湯らてい

茶話会
締め切り

ひばり休み
浜通り配布

30日29日８月28日
★版画教室 第2・4水曜日 午前10時～正午

★茶話会＆簡単な手芸教室
第1・3・5水曜日 午前10時～午後２時

土金木水火月日


